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分類 名称 実施日 対象 備考

(1)育成会総会 ６月 会員
コロナウイルス感染拡大防止策
の為ミッタメールでの決議

(2)小学校特別支援学級

連合宿泊学習

会員

中学生

(4)中学校特別支援学級

連合宿泊学習

(5)第１４回手をつなぐ

ふれあいフェスティバル

(6)手をつなぐ育成会

　　　　　　中四国大会

(7)手をつなぐ育成会

　　　　　　全国大会

(8)育成会ニュース 随時 会員 ホームページで配信

(1)トランポリン教室 会員

(2)パソコン教室 会員

(3)勉強会 2月26日 会員

(1)映画会
コロナウイルス感染
拡大防止の為中止

一般

(2)心のとも運動 一年中 一般

(1)手をつないで話そうよ
コロナウイルス感染
拡大防止の為中止

会員

(2)会報発行 3月 会員

(1)障がい児作品展
コロナウイルス感染
拡大防止の為中止

会員

(2)障がい児社会見学
コロナウイルス感染
拡大防止の為中止

会員

(3)障がい児を守る日の

パレード

令和２年度　高松市手をつなぐ育成会あゆみ

会員

広
報
部

研
修
部

11月13日

全
 
体

(3)進路学習会 会場での開催は中止
香川県教育委員会の協力の下、
ＤＶＤ作成し中学校に配布

コロナウイルス感染
拡大防止の為中止

会員

コロナウイルス感染
拡大防止の為中止

会員

コロナウイルス感染
拡大防止の為中止

障
が
い
者
を
守
る
会

コロナウイルス感染
拡大防止の為中止

会員
小学生

コロナウイルス感染
拡大防止の為中止

会員
中学生

zoomで教育センターよりオンラ
イン開催

コロナウイルス感染
拡大防止の為中止

会員

事
業
部





役　　職 氏　　名 所　　　　　　　属 役　　職 氏　　名 所　　　　　　　属

会　　長 吉　田　穂　束 (財)大西精神衛生研究所理事長
名　　誉
顧　　問

鵜　川　　 徹 　元　副会長

副会長 五郎丸  陽子 元高松市立太田南小学校保護者 顧　　問 妻　鹿　常　男 　高松市議会議員

副会長 淀　谷　圭　二 高松市立古高松中学校長 顧　　問 髙　尾　早　苗 　香川県手をつなぐ育成会理事長

副会長 植　松　克　友 　高松市立国分寺南部小学校長 顧　　問 高　橋　英　弐 　元高松大学　

副会長 小野坂　寧晃 　高松市立高松第一中学校長 監　　事 上　井　　嘉 　元高松市立太田南小学校長

副会長 小　柳　義　仁  高松市立高松第一小学校副校長 監　　事 延　本　加奈子 　元　副会長

副会長 川　﨑　裕　美 　元高松市立高松第一中学校保護者 庶　　務 三 谷  由紀子 　高松市立桜町中学校保護者

会　　計  下　津　三　保　　高松市立高松第一小学校教諭 庶　　務 生  﨑   章  子   元高松市立一宮小学校保護者

会　　計 松  本   三  和   高松市立一宮中学校保護者 庶　　務 安  友   ふくみ 　元高松市立大野小学校保護者

庶　　務 丁　野　京　子 　高松市立高松第一小学校教諭 七　條　有紀子 　高松市立亀岡小学校保護者(研修部）

廣　瀬　尚　子 　香川中部養護学校長 玉　岡　生　子 　高松市立香西小学校保護者(事業部）

坂　東　理　恵 高松市国分寺南部保育所長 栗　林　敏　恵 高松市立香南小学校保護者（広報部）

山　下　真　実 高松市庵治こども園副園長 多 田　絵 里 高松市立古高松小学校保護者（元研修部）

金　倉　吏　志 　私立まゆみ幼稚園長 綾　有里子 高松市立新番丁小学校保護者（元事業部）

妹　尾　恭　子   香川中部養護学校小学部主事 大　島　紀　子 高松市立鬼無小学校保護者（元広報部）

美　馬　正　子 　高松市立山田中学校教諭 藤　田　栄　一 　高松市立高松第一小学校保護者（元中央）

元  木  晴  美   高松市立高松第一中学校教諭 綾　雅　子 　高松市立十河小学校保護者（元東部）

吉　鷹　清　昌   高松市立中央小学校教諭 柳谷　千代子 　高松市立下笠居小学校保護者（元西部）

亀山　瑠美子 　香川中部養護学校小学部保護者 丸　理恵子 高松市立太田中学校保護者（元南部）

藤川　しづか 　香川中部養護学校小学部保護者 角  田   睦  美 　元高松市立国分寺南部小学校保護者

三崎　由樹子 　元高松市立太田南小学校保護者 小　浦　加代子 　高松市立太田南小学校保護者

柴  田   千  尋  　元 高松市立植田小学校保護者 高　畑　奈　美 　高松市立玉藻中学校保護者

藤　田　敬　子 　高松市立山田中学校保護者 　武　下　由　香 　高松市立国分寺南部小学校保護者

中央
ブロック長 橋　本　由　紀 　高松市立栗林小学校保護者

西部
ブロック長 谷　本　砂　織 　高松市立鬼無小学校保護者

東部
ブロック長 中　野　幸　恵 　高松市立屋島小学校保護者

南部
ブロック長 山　岡　真由美 　高松市立木太南小学校保護者

令和3年度 高松市手をつなぐ育成会役員（案）
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全体 研修部 事業部 啓発・広報部 障害者を守る会

４月

５月 　常任理事会(書面開催)

６月 　総会（書面開催） 手をつないで話そうよ

７月 進路学習会(２１日） 映画会

８月 パソコン教室

常任理事会

１０月

中四国大会（20,21日）高知

１２月

１月

２月 勉強会 手をつないで話そうよ

３月 会報発行

＜研修部＞　 トランポリン教室　→　夏休み企画。大きなトランポリンを使用しての体操教室。
                   パソコン教室　→　夏休みの企画。レゴブロックなど使ってのプログラミング教室。
                   勉強会　→　外部講師を招いての勉強会。
＜広報部＞　 手をつないで話そうよ　→　座談会。たわいもない話や悩みなどをみんなで話し合う。
                   会報発行　→　年度末に１年間の報告と子供達の作品などを載せる冊子。

＜全  体＞　  総  会　→　１年の動向を決める総会。心のとも運動・映画パンフレットの配布。
                   進路学習会→義務教育後の進路を考える情報提供の場（対象中学生）

＜事業部＞　 映画会 → 映画センターに委託し幼保小対象にした映画会。売り上げの一部が収益となり、育成会活動に充当。
                   ふれフェス →  他校との交流をはかりながら、クイズやダンスを楽しむ。

令和3年度　事業計画書（案）

９月

１１月
第１６回手をつなぐふれあいフェスティバル（２日）オンライン開催

※　毎月１回定例会　       　　※　HP内ブログにて活動内容を随時配信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



令和3年度　収支予算書（案）
１　収入の部

区　　　分 予算額

会費 1,050,000 正会員1000円× 930人　賛助会員500円× 240人

高松市補助金 360,000

高松市社会福祉協議会補助金 27,000

共同募金補助金 72,000

大西研究所補助金 300,000

預金利息 0

心の友運動 0

その他 0

計 1,809,000

２　支出の部
区　　　分 予算額

中央ブロック 40,000

東部ブロック 40,000

南部ブロック 40,000

西部ブロック 40,000

事務局 40,000

香川中部養護学校 8,000

ダウン症協会 5,000

自閉症協会 5,000

ネットワーク 5,000

ペアレントメンター 10,000

研修費補助 5,000

交通費補助 5,000

勉強会 100,000

負担金 100,000 県育成会支部負担金 100,000

小学校部会 45,000

中学校部会 23,000

事業部 15,000

研修部 90,000

広報部 20,000

小学校部会 430,000

中学校部会 140,000

印刷用紙代 60,000 印刷用紙代 60,000

ふれあいフェスティバル費 190,000 手をつなぐふれあいフェスティバル 190,000

慶弔費 10,000

郵送・通信費(ネット・切手・手数料） 58,000

総会資料代（1300部） 120,000

会報印刷代（１700部） 100,000

事務用品・文具等 25,000

ミッタメール利用料 10,000

会議費 25,000 理事会・総会湯茶代 25,000

雑費 5,000 雑費 5,000

計 1,809,000

摘　　　要

摘　　　要

活動費 208,000

会費 25,000

事務費 323,000

研修費 110,000

啓発・普及費 193,000

宿泊学習バス代補助 570,000



高松市手をつなぐ育成会 会則 
 

第一条  本会は「高松市手をつなぐ育成会」

という。 

第二条  本会の事務所は高松市松島町二丁目

１４番５号高松市立高松第一小学校内

におく。 

第三条  本会は障害児(者)育成のため、会員

相互が協力してこの道の推進力となる

ことをもって目的とする。 

第四条  本会は前条の目的を達成するために

次の事業を行う。 

 １ 障害児(者)の育成相談 

 ２ 施設・設備の充実 

 ３ 障害児(者)に対する調査・研究 

 ４ 研究協議会・講演会・講習会及

び施設参観 

 ５ 各種団体との連絡・連携 

 ６ その他 必要事項 

第五条  本会は高松市に在住する障害児(者)

とその保護者及び本会の趣旨に賛同す

る者(賛助会員)をもって組織する。 

第六条  本会は次の役員をおく。 

     会長 １名  副会長 若干名 

     理事 単位 PTA より１名 

     監事 ２名  常任理事 若干名 

     会計 １名  書記 １名 

第七条  会長は本会を代表して会務を総括する。 

副会長は会長を補佐して、会長事故あ

るときには、その職務を担当する。 

理事は単位 PTAを代表、理事会は会長

の提案する事項を審議し、その決定を

もって総会にかえることができる。 

第八条  会長・副会長・監事・常任理事は理

事会で、理事は単位 PTAより推薦する

ものとする。 

第九条  役員の任期は二年とする。但し、重

任は妨げない。 

補充された役員の任期は前任者の残留

期間とする。 

役員は任期満了後も後任者が就任する

まで、その任務を行うものとする。 

第十条  本会は、名誉顧問・顧問をおくこと

ができる。名誉顧問・顧問は、理事会

の推薦を得て、会長が委嘱する。 

第十一条 役員は、会長が必要と認めた時、こ

れを招集する。なお、会長は役員会の

運営にあたり、必要に応じて小委員会

を設けることができる。 

第十二条  総会は必要に応じて、会長が招集する。 

第十三条 議事は出席者の過半数で決して、可

否同数のときは、議長の決するところ

とする。 

第十四条 総会において付議すべき事項は次の

通りとする。 

  １ 会則の変更 

  ２ 予算・決算に関する事項 

３ その他 重要事項 

第十五条 本会の経費は会員の会費・寄付金及

び助成金をもってこれにあてる。 

第十六条 会長は毎会計年度の収支決算を監事

の監査を経て総会に報告し、承認を受

けるものとする。 

第十七条 本会の会計年度は毎年四月一日に始

まり、翌年三月三一日に終わる。 

第十八条 この会の施行に関して必要な規定は、

役員会の議決を得て会長が定める。 

第十九条 本会の設立年月日は、昭和四十七年

六月二十七日とする。 

 

付  則 

第一条  本会は、(福)香川県手をつなぐ育成

会の高松支部となる。 

第二条  本会の会費は、年間千円として、賛

助会員は一口五百円とする。 

第三条  この会則は、昭和四十七年六月二十

七日より施行する。 

昭和五十六年六月十三日より一部改正 

第四条  この会則は、昭和五十七年六月十五

日より施行する。 

第五条  この会則は、平成三年五月二十四日

より一部改正。同日より施行する。 

第六条  この会則は、平成六年六月十七日よ

り一部改正。同日より施行する。 

第七条  この会則は、平成八年五月二十九日

より一部改正。同日より施行する。 

第八条  この会則は、平成十年六月五日より

一部改正。同日より施行する。 

第九条  この会則は、平成十八年六月九日よ

り一部改正。同日より施行する。 

第十条  この会則は、平成二十七年六月十六

日より一部改正。同日より施行する。 

 

 ※高松市障害児(者)育成会より名称を変更し、 

   高松市手をつなぐ育成会となった。 




